
ハローワークをご利用中の皆さまへ

都道府県労働局・ハローワーク

ハローワークインターネットサービ
スがリニューアル

パスワード登録がお済みでない方は登録方法が変わります

令和８年 3月 23日から、ハローワークインターネットサービスがリ

ニューアルし、マイページの開設方法が変わります。リニューアル前に

窓口でメールアドレスを登録した方で、まだパスワード登録を完了して

いない場合は以下の方法で設定をお願いします。

ログイン画面下部の「パスワードをお

忘れの方」ボタンからパスワードの設

定をお願いします。

リニューアル後はハローワークの窓口で発行した「アカウント発行コード」と、メール

アドレス等必要事項をハローワークインターネットサービスに入力することで、マイ

ページを開設することができるようになります。

3月 1 9日までのパスワード登録方法

3月 2 3日以降のパスワード登録方法

仕事をお探しの方、事業主の

方、いずれの場合も同様

求職者の皆様＞「ハローワークをご利

用中の方のマイページ開設」を選択

求人者の皆様＞「求人者マイページ開設

（パスワード登録）」を選択

仕事をお探しの方の場合 事業主の方の場合

仕事をお探しの方 事業主の方
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